
車両系木材伐出機械（走行集材機械）運転 

に係る特別教育講習のご案内 
 

令和８年４月３日 

林業・木材製造業労働災害防止協会 

新潟県支部 

TEL ０２５－２４５－０７３３ 

 

 労働安全衛生規則第３６条第６号の３により、車両系木材伐出機械の走行集材機械の運

転業務について下記により特別教育講習会を実施しますので、ぜひ多くの方から受講いた

だくようご案内します。 

   

記 

 

１ 講習日 

講習科目 学科 実   技 

走行集材機械 ７月８日(水) 
７月９日(木)、１０日(金) 

いずれか１日で主催者が指定する日 

 

２ 会場・定員 

学科 安田公民館（予定） 阿賀野市保田 1756-1 
走行集材機械 

３０名 
実技 阿賀町地内（予定） 

 

３ 学科日程 

 ９時に開講します。 

科    目 時間数 

走行集材機械に関する知識 ア １時間 

走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び

取扱いの方法に関する知識 
イ １時間 

関係法令 ウ １時間 

走行集材機械の作業に関する知識 ２時間 

走行集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 １時間 

※「林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全教育」修了者は、 

 学科一部免除となり、ア、イ、ウ計３時間の受講となります。 
 

 

※実技会場は都合により変更する場合があります。 

※実技日程は都合により変更する場合があります。 

※満１８歳以上の方が受講できます。 

 



４ 実技日程 

  ７月９日(木)、１０日(金)のいずれか１日で主催者が指定する日。 

いずれも９時に開講します。 

     科    目 時間数 

走行集材機械の走行の操作 ３時間 

走行集材機械の作業のための装置の操作 ３時間 

 ※実技日程は都合により変更する場合があります。 

 

５ 受講料 

走行集材機械 受講料(円)＝(Ａ，Ｂ，Ｃいずれか)＋Ｄ 

免除

区分 
受講時間 

会員事業所 

Ａ 

員外事業所

又は個人Ｂ 

県外 

Ｃ 

テキスト代 

Ｄ(１冊) 

免除

なし 

学科６ 

実技 6 

計 12時間 

67,100 75,900 83,600 

3,960 

一部

免除 

学科 3 

実技 6 

計 9時間 

60,500 69,300 77,000 

※ 受講料等はすべて消費税込み、傷害保険料込みの金額です。 

 

『受講料の計算例』 

 会員事業所から免除なしで受講する場合 

  67,100 ＋ 3,960 ＝ 71,060円 

 

※テキストは、伐木等機械、走行集材機械、簡易架線集材機械とも共通です。 

 複数種類を受講する場合もテキストの必要数は１冊です。 

   

６ 申込みの方法及び申込先 

※ 申込む前に受講可能か(定員に達していないか)事前に必ず確認してください。 

 受講を希望する方は、以下の書類を準備し申込んでください。 

① 申込書 

② 写真２枚（タテ 2.5cm×ヨコ 2.0cm、裏面に油性ペンで氏名を記入のこと） 

③ 受講料を振込んだ受領書の写し 

④ 受講票送付用封筒（宛先を明記し 110円切手を貼付） 



※複数人一括送付希望の場合は定型封筒に送付先を明記し必要な額(８名までは

110円)の切手を貼ること。 

 ⑤ 学科一部免除で受講希望する場合は、「林内作業車を使用する集材作業に従事

する者に対する安全教育」修了証のコピーを必ず添付のこと。 

  

 申込先 

申込先 

(送付先) 

〒950-0072 

  新潟市中央区竜が島 1 丁目 7-13 

林業・木材製造業労働災害防止協会新潟県支部 

   ※略称  林災防新潟県支部  と記載しても可 

℡025-245-0733 

受講料振込先 

振込先 
第四
だ い し

北越
ほくえつ

銀行
ぎんこう

 新潟駅前
にいがたえきまえ

支店
し て ん

 （普通） ２０１０２４８ 

林業
りんぎょう

・木材
もくざい

製造業
せいぞうぎょう

労働
ろうどう

災害
さいがい

防止
ぼ う し

協会
きょうかい

新潟県
にいがたけん

支部
し ぶ

 

振込手数料は各自負担くださるようお願いいたします。 

※ 特別な理由が無い限り欠席されても受講料は返金致しませんのでご了承願い

ます。 

 

 申込締切 令和８年６月２日(火)  

 

７ 携行品等 

① 筆記用具、印鑑（修了証受領用)、昼食等 

② 受講票（受講当日の体温、風邪症状の有無を記入） 

③ 公的機関が発行した本人を確認できるもの（自動車運転免許証等） 

④ 実技日は、実技講習に適した服装であること 

 保護帽（ヘルメット）・ 長靴（普通の長靴、又は山仕事用の履物でもよい） 

 手袋（軍手等）・ 雨具等（雨天時） 

 

８ その他 

 受講中は必ずマスクを準備のうえ、必要に応じて着用してください。 

 朝、体温測定、発熱等の風邪症状の有無を確認して受講票に記入してください。   

 発熱・のどの痛み・咳等の風邪の症状が見られるときは受講できません。  

 林災防新潟県支部へ連絡のうえ、受講の見合わせをお願いします。 

 

※ 受講者が少ない場合は中止となる場合がありますので、ご了承願います。 

 

 


